
ⅠⅠ. ははじじめめにに 

 

1. ははじじめめにに 

日本の民間企業に雇用される障害者数は 2018 年時点で 534,769.5 人（対前年比 7.9%）と，15 年連

続で過去最高を更新した（厚生労働省, 2019a）8)。今後も障害者雇用は拡大が見込まれるが，2018 年の

障害者雇用促進法改正以前から障害者雇用率の算定基礎対象であった身体・知的障害者の雇用は既に頭

打ち状態とされ，近年では特に精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）の雇用拡大が期待されて

いる（cf., 日経スタイル, 2018）14)。一方で，精神障害者保健福祉手帳所持者の雇用では，職場定着が課

題である。平成 30 年度障害者雇用実態調査結果（厚生労働省, 2019b）9)によると，精神障害者の平均勤

続年数は 3 年 2 カ月，発達障害者の平均勤続年数は 3 年 4 カ月であり，身体障害者（平均勤続年数 10

年 2 カ月）や知的障害者（平均勤続年数 7 年 5 カ月）と比較して短期間で離職する傾向にある。本研究

では，発達障害の区分において診断数の最も多い疾病（厚生労働省, 2019b; 障害者職業総合センター, 

2015）9) 18)である，自閉スペクトラム症者の職場定着について検討する。 

 

2. 自自閉閉ススペペククトトララムム症症とと就就業業  

自閉スペクトラム症（Autism spectrum disorders：ASD）は，カナーの提唱した自閉症にアスペル

ガーの提唱したアスペルガー症候群，また，その周辺にあるどちらの定義も厳密には満たさない一群を

加えた比較的広い概念であり，社会性・コミュニケーション・創造力（こだわり）の三領域の障害によ

り定義される（内山・水野・吉田, 2002）21)。ASD の推定有病率は，障害の認知度向上，診断基準の拡

大などにより過去 20 年程で大幅に上昇している（cf., Zablotsky, Black, Maenner, Schieve & Blumberg, 

2015) 24)。近年では世界における推定有病率は 7.6%（132 名に 1 人）とのデータもあり（Baxter, Brugha, 

Erskine, Scheurer, Vos & Scott, 2015）1)，日本で 659 名の発達障害者を対象に発達障害の職業生活へ

の満足度と職場の実態を調査した障害者職業総合センター（2015）18)でも，障害名について回答した者

のうち，障害名が自閉スペクトラム症（自閉症，アスペルガー症候群，その他の広汎性発達障害）に該

当する者の割合は 85.7%と最も多かった。 

自閉症はかつて知的障害を伴う症例が典型とされてきた。しかし実際には，社会性の障害である自閉

性と知的能力は，全く無関係ではないものの独立した問題であり（杉山・辻井,1999）20)，知的な発達の

遅れのある ASD に対して，知的な発達の遅れがない IQ70 以上の症例は高機能と定義される(ⅳ（杉山・

辻井,1999; 内山他, 2002）20) 21)。近年では早期発見，早期療養の成果もあり高機能者の割合が増加して

おり，日本では約半数とも推定される（杉山・辻井, 1999）20)。 

知的な発達の遅れがない高機能者の中には就労上有利な資質となる高い数学能力やプログラミング

スキル，思考力，記憶力をもつ者もおり（Katz, Dejak & Gal, 2015）3)，就労に際しては高次の職務に

就くことも多い。実際に，Microsoft 社において 2015 年から，ソフトウエアエンジニア，データサイエ



ンティストといった技術職で ASD 者を採用する実験的プログラムを開始したことをはじめ

（HUFFPOST, 2015）2)，その資質に注目し積極的雇用を進める企業も増加している。しかし高次の職

業では特に，ASD の特徴である社会性・コミュニケーション・創造力（こだわり）の欠如が就労上の困

難に繋がるケースも少なくない。むしろ高機能者においては知的な発達の遅れがないために特殊教育の

恩恵を受けることが難しく（杉山・辻井, 1999）20)，就労支援サービスやコーチング等のサポートも知

的の遅れがある個人を対象としたものが多い（Katz et al., 2015）3)などの事情もあり，知的な発達の遅

れがある者以上に安定した就労が困難であるとの指摘もある（杉山・高橋・石井, 1996; 杉山・辻井, 1999）

20)19)。高機能者が安定した雇用を得，能力を発揮できる方法・状況を解明することは喫緊の課題といえ

るだろう。 

 

3. ASD 者者のの職職場場定定着着ににかかかかわわるる先先行行研研究究 

ASD 者の安定した就労を目指す上で参考にできるモデルとして，世界保健機構（WHO）が 2001 年

に制定した ICF（国際生活機能分類）がある（Scott, Falkmer, Girdler & Falkmer, 2015）17)。ICF で

は，個人による課題や行為の遂行といった活動は，環境因子（たとえば，仲間との関係，職場の物理的

環境など），個人要因（たとえば，年齢，性別，価値観，ライフスタイルなど）といった背景因子の影響

を受けるとの認識のもと，生活機能を高めるために本人を取り巻く人的・物理的な環境や，本人の主体

性・主観性等を多面的・総合的に理解することを推奨するフレームワークである（厚生労働省, 2002; 文

部科学省, 2006）6) 12)。高機能者の就労支援にかかわる研究を概観すると，社会スキルトレーニングや訓

練（e.g., 山本・香美・小椋・井澤, 2013）23)，雇用支援プログラムの内容の検討（e.g., Mawhood & Howlin, 

1999）11)など，障害や障害者当人に注目した研究が比較的多い。Scott et al.(2015) 17)は ASD 者の就労

に関して環境因子に注目した研究が少ない点を指摘し，ASD の就労者 40 名と雇用者 35 名に対するイ

ンタビュー調査から，ASD 者の雇用の成功の背景には「包括的な仕事の期待」「生産性要件の知識」「サ

ポート」「包括的で修正された環境の作成を支援する職場」といった環境因子が存在することを実証し

た。 

国内においては同様の研究が見当たらないが，安定した就労につながる環境因子を明らかにするアプ

ローチは必要と思われる。本研究では特に，ASD 者の安定した就労を支える職場の制度や取り組み，組

織成員の障害者に対する態度に影響を与えることが予想される組織風土（organizational climate）に注

目したい。組織風土とは，自分の働く組織環境に対する印象や知覚，経験が構成員間で共有されたもの

を指す概念であり，組織において取られる施策や実践，手続きなどに対して主観的に付与された意味に

関する共有信念と説明される（北居，2014; 正木・村本; 2017; Schneider, Ehrhart, & Macey, 2013）5) 

10) 16)。関本・鎌形・山口(2001)15)によれば，環境が激しく変化する中多くの企業では様々な革新的な人

事システム，制度，施策を導入しているが，失敗に終わる事例も少なくない。そしてその背景には現実，

変革の導入・定着が推進されやすい，あるいは阻害されるような組織風土というものが存在する（関本



他, 2001)15)。障害者雇用も企業にとって推進すべき課題の一つであり，その導入・定着の可否は組織風

土の影響を受けると考えられる。また正木・村本（2017）10)では組織風土の影響に関して，多様な働き

方を受容できる風土が醸成されていないと組織成員が知覚した場合には，職場の女性比率の低さ（性別

ダイバーシティ）が組織成員の離職意図や，低いワークモチベーションに繋がることを明らかにしてい

る。すなわち，障害者当人の離職意図やワークモチベーション，さらに，当事者を取り巻く組織成員の

態度もまた，職場の組織風土により規定されると考えられる。高機能者の安定した就労を組織風土の観

点から検討した研究は見当たらない。しかし，高機能者の定着を支援する職場に共通する組織風土が明

らかになり，さらに，組織成員の定着を支援する取り組みが組織風土から導き出されることが示されれ

ば，その知見は発達障害者雇用を進める企業が自社の雇用管理上の課題を分析する際，また就労支援者・

団体が企業への介入アプローチを検討する際の一助となるだろう。 

 

4. 本本研研究究のの目目的的  

本研究では日本企業を対象として，高機能 ASD 者が定着する職場の特徴を，組織風土，および組織

風土と定着支援にかかわる取り組みの関係性の観点から記述することを目的とする。なお，日本には障

害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的とした特例子会社制度がある。これは，一定の要件を満た

した場合に子会社（特例子会社）に雇用された労働者を親会社に雇用されたものとして実雇用率を算定

できる制度であり，2018 年 6 月時点では従業員数 1,000 名以上の大手企業を中心に 486 社が認定を受

けている（厚生労働省, 2019a）8)。特例子会社はその設立目的から職場設備といったハード面，対人サ

ポートといったソフト面ともに障害者への配慮がなされる傾向にあるため，本研究課題を検討するうえ

では，障害者を特例子会社で雇用する条件と一般企業で直接雇用する条件とは区別する必要があると考

えられた。障害者の企業規模別実雇用率は，企業規模が小さいほど低い傾向にある（cf., 厚生労働省, 

2019a）8)。そこで今後は特に特例子会社を持たない中小企業での障害者雇用促進が課題になると考え，

本研究では障害者を一般企業で直接雇用する，非特例子会社条件の職場を対象とする。 

 

ⅡⅡ..    方方  法法  

  

協力者 機縁法により，診断名のある高機能 ASD 者が定着傾向にある非特例子会社 4 社に対して協

力を依頼した。なお，厚生労働省(2017) 7)「就労定着支援に係る報酬・基準について」において設定され

ている職場定着の目安が 3 年であることから，本研究でも勤続年数 3 年を定着の目安とした（ⅴ。すべて

の企業から協力への承諾が得られたことから，定着傾向にある高機能 ASD 者の直接の指導にあたる上

司 4 名（男性 3 名, 女性 1 名）に対して半構造化面接を実施し，職場の組織風土や定着支援に関連する

取り組みについて尋ねた。調査協力者の概要を Table 1 に示す。 

 



Table 1. 協力者の概要 

協力者 性別 年齢 業種 職位 管理職年数 高機能 ASD の 
部下の勤続年数 

a 男性 48 出版 部長 9 年 2 年 

b 女性 48 Web 制作 課長 4 年 3 年 

c 男性 62 システム開発 チームリーダー 4 年 9 年 

d 男性 54 運輸 部長 6 年 4 年 

 

調査期間 2018 年 2 月から 6 月に実施した。 

手続き 協力者の勤務先にて，第一著者がインタビューを行った。はじめにインフォームドコンセン

トを実施し，依頼内容とプライバシー保護の方法等について説明後，研究協力の意思を確認した。すべ

ての協力者から同意が得られたため，インタビューを実施した。主なインタビュー項目は，発達障害（特

に，高機能 ASD）の部下との日頃のコミュニケーションについて，定着支援，職場環境の整備に関して

心がけていること，所属企業の発達障害者の受け入れにかかわる方針・支援体制，組織風土等であった。

記録のため，インタビュー中は協力者の承諾を得た上で ICレコーダーによる録音と要点筆記を行った。

なお本研究では職場の組織風土に関して，勤務先が異なる 4 名に尋ねている。この手続きにより得られ

るデータは厳密には集団レベルで語られる組織風土とは異なる，個人レベルの「心理的風土」に関する

ものといえる（正木・村本, 2017）10)。しかしながら組織風土は心理的風土を集団単位で平均化する等

の手続きによって得られるため，組織風土と心理的風土の関連は大きいとされている（正木・村本, 2017 ; 

van Knippenberg , Homan, van Ginkel, 2013）10)22)。そこで本研究では心理的風土を組織風土と捉え

て検討を行う。インタビュー時間は，0.5 — 1.2 時間であった。インタビュー終了後には協力者に対し

て発言内容の訂正，削除の意図について確認し，同意書に署名を求めた。 

分析方法 高機能 ASD 者が定着する職場で行われている定着支援に関わる取り組み，組織風土につ

いて検討するために，逐語録データから取り組み（結果 1.），組織風土（結果 2.）に関連する記述を意

味のあるまとまりごとに抽出し，切片化した。抽出した切片について，第一，第二著者が要素毎に関連

性によってまとめ小カテゴリーに分類し，さらに大カテゴリーに分類した。ただし，切片化されたデー

タからは協力者の発話の脈絡や，取り組み，組織風土の相互の関係性までは明らかにはならない。そこ

で結果 3.では取り組みと組織風土の関連性まで加味して職場の特徴を捉えるため，KJ 法（川喜田, 1997）

4)により個人および協力者全体の発話のプロファイリングを行った。妥当性の担保のため，KJ 法の一連

の手続きについては KJ 法本部・川喜田研究所と契約を締結している KJ 法コンサルタントのスーパー

バイズを受けながら実施した。まず，4 名それぞれの逐語録について統合し個人のプロファイリングを

行った後に，個別のプロファイルに対して統合を行った。川喜田（1997）4)，永野（2017）13)を参照し

ながら，具体的な手順について以下に整理する。 



（1）ラベルづくり 4 名の逐語録データそれぞれを冒頭から読み進め，“全体として訴えかけにひとつ

の中心性をもつ（川喜田, 1997, P20, L.2）4)”と判断されるところで区切ってい

く。区切られたデータ一つ一つの訴えかけを読み取り，ラベルに記す。 

（2）グループ編成 (1)で作成された元ラベルを並べ（ラベル拡げ），“己を空しくして”同じようだと

感ぜられるものを，情念により組にしていく（ラベル集め）（永野, 2017, P93, 

L23）13)”。続いて“組毎に相応しい表現を新たに創り別の紙切れに書く（表札づ

くり）（永野, 2017, P93, L25）13)”。表札同士の志に類似性が確認された場合に

は，表札が 2―3 枚になるまでラベル集め，表札づくりを繰り返す。 

（3）図解化 (2)で作成された表札を模造紙上に広げる。論理的説明のしやすさの視点から配置を決

め，すべての表札と上位の元ラベル，下位の元ラベルを模造紙に貼り固定した後，まと

まりごとに線で囲う（島どり）。その後，まとまりごとの関係性を考慮し，関係記号を

記入する。 

4 名のデータに対して上記の手続きを行うことで，協力者各々のプロファイリングを実施した。その

後，得られた4つの図解の最上位の表札及び元ラベルを全体のプロファイリングにおける元ラベルとし，

再度(1)―(3)の手順で全データを統合する全体のプロファイリングを行った。その後，全体のプロファイ

リングによって得られた図解内容に対して言語による説明を行った（叙述化）。今回は目的を鑑み，特に

組織風土の観点から叙述化を行った。 

 

ⅢⅢ.  結結  果果 

 

1. 高高機機能能 ASD 者者のの定定着着をを支支援援すするる職職場場ににおおけけるる取取りり組組みみのの類類型型化化 

高機能 ASD 症者が定着する職場での職場支援に関わる取り組みの内容，組織風土の特徴を明らかに

するために，4 名の逐語録データから取り組み，組織風土にかかわる記述を意味のあるまとまりごとに

抽出，切片化した。その後第一，第二著者が類似性の観点から切片を分類し，小カテゴリー，大カテゴ

リーを作成した。以下，大カテゴリーを“ ”，小カテゴリーを［ ］，切片を〔 〕と表記する。 

取り組みでは 121 枚の切片が，“配属”“理解”“環境づくり”“コミュニケーション”“連携”の 5 つの大カテ

ゴリーに分類された（Table.2）。“配属”は雇用の際に本人の経験や保有する能力，得手不得手等を考慮

する[適性・能力に合った業務への配属]の小カテゴリーから構成される。具体的には，求人内容を固定

化しない，一人で行う仕事はなるべく減らし，複数人で補い合う等チーム作りの工夫をするなどの例が

みられた。“理解”は障害，個性，個々人に必要な配慮を組織成員が理解している，あるいは理解に努め

る傾向である[障害・個人理解]の小カテゴリーから構成される。組織成員が自身の特性や必要な配慮に

ついて発表し合う機会を設ける，就労移行支援機関から障害の特徴や必要な配慮について学ぶ機会を設

けるなどの例がみられた。“環境づくり”は [相談しやすい環境づくり] [居場所づくり] [社内成功例の普



及] の小カテゴリーから構成される。[相談しやすい環境づくり]は，当事者に日常的に声をかける，定期

的に面談を行うなど，困りごとなどがあった際に自己表明をしやすい，周囲が変化に気付きやすい環境

づくりをする傾向，[居場所づくり]は当事者に対して受容的な態度を示し，職場を居場所だと感じても

らえるように配慮する傾向，[社内成功例の普及]は部署内での障害者の活躍や成功事例を部外に知らせ

ていくなどの傾向である。“コミュニケーション”は[個別的な対応][業務・指示の明確化][成功体験・ポジ

ティブフィードバック]の小カテゴリーから構成される。[個別的な対応]は，必要な配慮を障害名から固

定的に捉えるのではなく，個々人が必要とする配慮を知ろうとし，個別的に対応する傾向，[業務・指示

の明確化]は，指示を明確にする，作業を構造化するなどにより業務中の混乱を防ぐ傾向，[成功体験・

ポジティブフィードバック] はポジティブな点を意識的に伝えるなどにより当事者が成功体験を重ねら

れるよう配慮する傾向である。“連携”は，ハローワークや就労移行支援事業所をはじめとした外部組織

との連携をとる[外部組織との連携]の小カテゴリーから構成される。就労移行支援事業所から就労希望

者の紹介を受けたり，専門家に障害理解のための説明会を実施してもらうなどの例がみられた。 

  

Table 2. 高機能 ASD 者が定着する職場の組織風土 

大カテゴリー 小カテゴリー 具体的行動 

Ⅰ. 組織の方針

(27) 

ⅰ.社会的責任

(9) 

b. そうした方達が働ける場を提供する，幸せだと思えるような仕事ができるように

する。社会にも，納税者として育てることで還元するものがある。それを是として

やる，毎日過ごす。 

ⅱ.戦力的期待

(10) 
c. その場しのぎの法定雇用率ではなく，戦力として考えているので，長く勤められ

る方を採用したいと思っている。 

ⅲ.企業・グル

ープの理念(8) c. 親会社のグループの方針であるダイバーシティの影響も大きい。 

Ⅱ. 社風(40) 

ⅰ.穏やかな組

織文化(9) a. 外から来た人には穏やかというか，「いい人が多いですよね」と言われる。 

ⅱ.意見の尊

重・融通(11) 
b. 休みがちになる際，会社としてはなるべく給料を減らさず何とか有給範囲内でや

っていけるよう，作業の日数や時間を調整するような提案，手続きをする。 

ⅲ.平等思考(9) b. 誰もが事情があったり，今なくても事情持ちになる可能性があるっていうことは

共通認識として持っている。 

ⅳ.風通し(6) c. 秘密主義でなく，企業の掲示板に重要なことはちゃんと社員に伝わるような会社

の風土。 

ⅴ.業務的ゆと

り(5) 

a. 世の中の物を売ってる会社だとか，営業所とかだったりすると，電話がしょっち

ゅう鳴って，誰か取んなきゃいけないとか，多分そういう職場だと彼らはつらいん

じゃないかと思う。 

Ⅲ. メンバーの 
属性(7) ⅰ.面倒見(7) a. 幸い面倒見がいいタイプが多いため，メンター配置はあまり困らずにやってい

る。 

  

2. 高高機機能能 ASD 者者のの定定着着をを支支援援すするる職職場場ににおおけけるる組組織織風風土土のの類類型型化化 

組織風土では 74 枚の切片が，“組織の方針”“社風”“メンバーの属性“の 3 つの大カテゴリーに分類され

た（Table.3）。“組織の方針”は［社会的責任］［戦力的期待］［企業・グループの理念］の小カテゴリー



から構成される。［社会的責任］は，障害者雇用を企業の社会に対する責任として推進している傾向，［戦

力的期待］は，障害の有無に関わらず組織成員一人一人を組織の戦力と考え，安定して長期的に勤める

ことを前提に雇用をする傾向，［企業・グループの理念］は，企業や親会社，企業の代表が，ダイバーシ

ティ，社会奉仕を理念・方針として掲げており，その影響が障害者雇用への姿勢に表れている傾向であ

る。 

 

Table 3. 高機能 ASD 者の定着を支援する職場における取り組み 

 

“社風”は［穏やかな組織文化］［意見の尊重・融通］［平等思考］［風通し］［業務的ゆとり］の小カテ

ゴリーから構成される。［穏やかな組織文化］は，企業や部署の雰囲気がよく，表立って批判をすること

が少ない，いやな人が少ないなどの傾向，[意見の尊重・融通］は，組織成員個々の事情を聞き入れ，就

労者としての務めを果たす範囲においては融通を利かせようとする傾向，[平等思考]は障害に対する理

解や必要な配慮はしつつも障害を特別視しない傾向や，有給取得やキャリアアップをはじめとした権利

に関しては障害の有無に関わらず尊重する傾向，［風通し］は，障害についての知識や必要な配慮は部署

内で共有しようとするなどの風通しの良さがある傾向，［業務的ゆとり］は競合他社が少ない，業務上イ

レギュラー対応が少ないなどの理由で，組織成員が一定の心理的余裕をもちながら仕事を進められる傾

向である。 

大カテゴリー 小カテゴリー 具体的行動 

Ⅰ. 配属(16) ⅰ.適性・能力にあった

業務への配属(16) 

a. 本人の仕事経験や，こういう仕事は得意だったけどこういう仕事が苦手

だったなどの話を聞いていく中で，うちのどこの部署のどういう仕事だった

らできそうかをはかっていく。 

Ⅱ. 理解(24) ⅰ.障害・個人理解(24) 
b. 全社社員集まって，障害のある者が自分の障害の内容のプレゼンをし

て，質問は基本何でも受け付けるっていう場を設けているので，全員が認識

している。 

Ⅲ. 環境づくり

(42) 

ⅰ.相談しやすい環境づ

くり(34) d. 毎日，顔を合わせるので，その中で日常会話で対話をする。 

ⅱ.居場所づくり(3) a. まずは安心感を持たせるっていう意味で話をちゃんと聞き，表情を柔ら

かくするなどする。 

ⅲ.社内成功例の普及(5) a. 一緒に働いてみないと分からないので，まず人事で何名か採用し，そこ

から広げていった。 

Ⅳ. コミュニケ

ーション(30) 

ⅰ.個別的な対応(14) c. 同じ発達障害で，一応，自閉スペクトラム症とはいっても，私の対応は

15 人いたら 15 通りあるし，接し方も全く違う。 

ⅱ.業務・指示の明確化

(9) 
b. ある程度ルールを明文化して，（作業）基準を書いておくとか，常にこ

こを見るようにしましょうとか。 

ⅲ. 成功体験・ポジテ

ィブフィードバック(7) 
d. 長く雇用につながるような，例えば，トイレとか清掃してくれたら「あ

りがとう」とか，そういう言葉を掛けるようにチームメンバーに伝える。 

Ⅴ. 連携(9) ⅰ.外部組織との連携(9) 

a. 就労支援機関 Z に通所していた方に対して，Z の方が入社後 3 か月後の

面談でこられ，お話する中で，今度紹介してもいいですかという話から直接

やりとりをするようになった。ハローワークとも連携しているし，ハローワ

ークからいくつか支援機関を紹介してもらうこともあるので，幾つかと連携

しながらやっている。 



“メンバーの属性“は［面倒見］の小カテゴリーから構成される。これは，上司からの指示がなくとも

メンバー同士で支援・援助をしあうことが多い傾向である。その背景因子として，メンバーの年齢層が

高い，女性比率が多いといった組織成員の基本特性にかかわる言及も見られた。 

  

3. 高高機機能能 ASD 者者がが定定着着すするる職職場場ののププロロフファァイイルル 

カテゴリー分類により高機能 ASD 者が定着する職場の組織風土及び取り組み内容は明らかになった

が，切片化されたデータからは協力者の発話の脈絡や，組織風土，取り組みの相互の関係性までは明ら

かにはならない。発話の意味合いまで加味して高機能 ASD 者が定着する職場の特徴を捉えるため，4 名

の逐語録データに対して，KJ 法（川喜田, 1997）による個別プロファイリングを経て，全体プロファイ

リングを行った（Figure.1.）。以下，カテゴリー分類（Table.2：取り組み,Table.3：組織風土）との対

応関係も示しながら叙述化する。個別プロファイリングの結果，7 枚の表札と 3 枚の元ラベルの計 10 枚

が最上位となった。各協力者の発話から明らかになった特徴を統合するためこれら 10 枚を元ラベルと

した全体プロファイリングを行った結果，一段目のラベル集め，表札づくりでは 5 枚の表札が作成され

た。これらを元ラベルとし，二段目のラベル集め，表札づくりを行ったところ，最終的には 2 枚の表札

（【A. 平等を体現している】【B. メンバー間の溝を早期に埋め不調和の発生を予防する】）が作成さ

れ，（《Ⅰ. 集団維持のコツを掴んでいる》）は元ラベルのままとなった。以下，4 名の発話を統合した

結果から導かれた高機能 ASD 者が定着する職場の特徴について叙述化する。なお，全体プロファイリ

ングの表札は【 】，元ラベルは《 》と表記する。 

 
 

注）KJ 法 4 項⽬注記： (1)2019 年 9 ⽉ 5 ⽇  (2)東京，新宿エバーフィールド  (3)⾮特例⼦会社において職場定着傾向に
ある⾼機能 ASD 者の直接の指導にあたる上司 4 名の発話  (4)＊＊＊＊（著者情報が含まれる） 

 
Figure.1. 高機能 ASD 者の定着を支援する職場（非特例子会社）の特徴 

 

 



【A. 平等を体現している】 高機能 ASD 者が定着する職場には，平等を体現しているという特徴が

あった。たとえば，《d5.10. ひとりひとりを大切にし改革的ではない，調和的な社風である》の元ラベ

ルに統合されるように，コンプライアンスを重視する（組織風土Ⅰ-ⅰ），互いの弱点を攻撃しない，穏

やかな組織風土が根付いている職場（組織風土Ⅱ-ⅰ）である傾向や，《a い. 社会の一員としてこの試み

がうまく回っていくようにしている》の元ラベルに統合されるように，当事者の特徴を考えたうえで周

りのメンバーにも充分な配慮をして採用したり（取り組みⅠ-ⅰ），外部組織との連携も取りながら，う

まくやれているかを確認しながら定着支援を進めていく傾向（取り組みⅤ-ⅰ）が見られた。背景には，

ダイバーシティ，障害者雇用の推進を推奨するグループや会社の理念の影響，組織の代表や中心的人物

の障害者雇用に対する思いの影響もあった（組織風土Ⅰ-ⅲ）。これらの元ラベルは《Ⅲ 共生社会をあた

りまえのこととしている》の表札に統合された。また，《a1. 手間がかかっても一人前になれるよう気に

かけ世話をする》の元ラベルに統合されるように，互いに対する思いやりの意識が強く（組織風土Ⅲ-ⅰ），

各人に必要な配慮を特別なことと思わない傾向（組織風土Ⅱ-ⅲ）や，《d い. 障害者・健常者皆が歩み寄

ることで，“普通”に仕事ができる》の元ラベルに統合されるように，本人の自己理解や歩み寄りと，周

囲の理解や配慮（取り組みⅡ-ⅰ）の双方があることでスムーズに仕事がしていけていると協力者が発言

する傾向がみられた。これらの元ラベルは，《Ⅱ. 同じ人間として，仕事の仲間として付き合う》の表札

に統合された。これらの表札を元ラベルとして二段目のラベル集め，表札づくりを行ったところ，【A. 

平等を体現している】の表札が作成された。 

【B. （この）集団維持のコツをつかんでいる】高機能 ASD 者が定着する職場には，協力者や雇用や

定着支援を担う部署，職場全体が，集団維持のコツをつかんでいるという特徴があった。たとえば，《cc. 

雇用という前提のもと，あとは我々個人のやり方で相手を肯定的に受け入れ，合わせていく》の元ラベ

ルに統合されるように，障害者雇用は会社が推奨しているものの定着についての明確な方針はなく，一

部の人物や部署が中心となり探索的に雇用・定着のための環境を整えている傾向（取り組みⅢ）や，《c

あ. 業務上はポイントを絞った発達障害対応をするのみ》の元ラベルに集約されるように，一部の人物

を中心に日常的に困りごとがないかを当事者に尋ねたり（取り組みⅢ-ⅰ），外部組織との連携（取り組

みⅤ-ⅰ）はするものの，それを特別なことは捉えない（組織風土Ⅱ-ⅲ）傾向がみられた。これらの元ラ

ベルは，《Ⅴ.「職人」として彼らのツボを押さえ，仕事をさせる》の表札に統合された。また，《b あ. メ

ンバー皆で支え合い，稼ぐ》の元ラベルに統合されるように，能力や機会があれば誰にでも働く機会を

与え，必要な支援をしながら最低限は仕事をし，生活ができるようにする傾向（組織風土Ⅰ-ⅰ,ⅱ,Ⅱ-ⅱ）

や，《b④⑥. 障害や得手をわかりあい補完しながら（同じ）目標に向かい働く》の元ラベルに統合され

るように，誰しもが今でなくとも事情持ちになる可能性はあるとの共通認識のもと，障害の有無にかか

わらずできる人ができることを積極的に行う意識で，支え合いながら仕事をしている傾向（組織風土Ⅰ

-ⅱ,Ⅱ-ⅲ）がみられた。これらの元ラベルは，《Ⅳ. （社会の維持に）自立した「職業人」として互いに

必要としている》の表札に統合された。これらの表札を元ラベルとして二段目のラベル集め，表札づく



りを行ったところ，【B. （この）集団維持のコツをつかんでいる】の表札が作成された。 

《Ⅰ. メンバー間の溝を早期に埋め，不調和の発生を予防する》 

高機能 ASD 者が定着する職場では，協力者をはじめとした一部の人物，部署が中心となり，組織成

員間の溝を早期に埋め，不調和の発生を予防している特徴があった。《d あ. 本人のことを考え，組織と

してうまく段取りを取っている。私がこのメカニズムの中心にいる》の元ラベルに統合されるように，

すべての障害者の面接を協力者が行い雇用のミスマッチを防ぎ（取り組みⅠ-ⅰ），風通しの良い社風の

もと（組織風土Ⅱ-ⅳ）社内での理解や協力を広げるよう尽力する傾向（取り組みⅢ-ⅲ）や，《b い. 上

司として全体が機能するよう管理・調整する》の元ラベルに統合されるように，当事者を取り巻く環境

を協力者自身がよく理解した上で（取り組みⅡ-ⅰ），組織が利益をあげることに加え，組織成員一人一

人が仕事に集中してもらえる環境づくりに注力する（取り組みⅢ―Ⅳ）などの特徴がみられた。これら

の表札を元ラベルとして一段目のラベル集め，表札づくりを行ったところ，《Ⅰ. メンバー間の溝を早期

に埋め，不調和の発生を予防する》の表札に統合された。なお，これを元ラベルとして二段目のラベル

集め，表札づくりを行ったが，他の元ラベルとは統合されなかった。 

 

ⅣⅣ.  考考  察察 

  

本研究では，高機能 ASD 者の定着を支援する非特例子会社の職場の特徴を，組織風土，および組織

風土と定着支援にかかわる取り組みの関係性の観点から記述することを目的とした。 

 

1. 高高機機能能 ASD 者者のの定定着着をを支支援援すするる職職場場のの特特徴徴 

KJ 法により協力者 4 名の個別プロファイルを統合した結果に基づき，高機能 ASD 者の定着を支援す

る職場の特徴について考察したい。 

現在，障害者雇用は国を挙げて推進されており，今回の協力企業 4 社でも社内で障害者の雇用推進が

前提事項とされるか，推奨されていた。その中で高機能 ASD 者が定着傾向にある 4 つの職場に対する

語りを統合したプロファイルには，共生社会を当然のこととし，同じ職場で協働するメンバーを障害の

有無にかかわらず仲間として受け入れる，【A. 平等を体現している】職場の傾向が表れていた。この表

札には，ダイバーシティや障害者雇用の推進を推奨するグループや会社の理念の影響，組織の代表や中

心的人物の障害者雇用に対する思い，組織成員一人一人を大切にする調和的な社風，組織成員の面倒見

の良さといった特徴が反映されている。 

ただし今回協力を受けた 4 社はいずれも非特例子会社であるため，会社存続，安定のためには利益を

あげることが求められる。こうした前提のもとでの障害者雇用では A.の表札に統合された特徴が最初か

ら見られたわけではないようだ。興味深いことに，いずれの組織においても発達障害者の雇用を切り開

いたチェンジエージェントや，定着支援にかかわる取り組みを推進し職場定着の立役者となった，熱意



のある人物や部署が存在していた。B.Ⅰ.の表札からも読み取れるように，こうしたチェンジエージェン

トが中心となり，雇用時には高機能 ASD 者をはじめとした障害者が安定して，長期的に勤務できるよ

うに働きかけ，雇用後には彼らが職場の戦力となることを期待し，時には手間をかけながらも辛抱強く

周囲に合理的配慮の手本を示すことで，【A. 平等を体現している】組織風土を醸成していた。障害のあ

る者，ない者各々が職務上の責務を負い，協働しながら利益を生み出すことを求められる環境下では，

【Ⅰ. メンバー間の溝を早期に埋め不調和の発生を予防する】機能も必要になる。特に今回の協力者 4

名は高機能 ASD 者の直属の上司にあたるため，時には就労移行支援事業所を始めとした外部組織の協

力も得ながら，周囲との関係，本人の仕事の進め方を調整する役割を率先して行う，もしくは支援する

傾向にあった。またそうした経験を通じて，障害のある者もない者も社会，企業の維持に必要な人材あ

るとの意識を組織成員が高め，互いに支え合い，会社を存続させようとしている傾向がみられた。この

ように，特定の人物や部署を中心として，協力者自身を含む組織成員が障害，当事者個人に対する理解

を深め，高機能 ASD 者との協働，さらには会社存続と障害者雇用の両立のコツや落としどころを見出

しており，【B.（この）集団維持のコツをつかんでいる】ようであった。 

本研究では，高機能 ASD 者の職場定着を支援する職場では組織風土から組織成員の定着を支援する

取り組みが導き出されているとの予測のもと調査を行った。しかし KJ 法による統合の結果からは，熱

意のある人物や部署が中心となり発達障害者雇用や定着支援に関わる取り組みを推進した（表札 B.Ⅰ.）

ことで組織風土が醸成された，予測と逆方向のボトムアップのプロセスも確認された。ただし，一部の

人物や部署が強い思いをもち環境整備を進めようとしても，上層部がそれを支援しない，あるいは組織

成員が賛同，支援しなければ組織風土は根付かない。チェンジエージェントの思い，提案を受け入れる

柔軟な組織基盤や，周囲の組織成員の面倒の良さといった特徴が存在していたからこそ職場定着を支援

する意識や取り組みが伝搬し，職場定着を支援する組織風土が醸成されたと考えられる。 

結果を総括すると，高機能 ASD 者の職場定着を支援する組織には，その基盤となる企業理念や社風

といった資質が存在していた。その中でチェンジエージェントが中心となり雇用や定着に関わる取り組

みを推進したことで，その資質をさらに展開，強化させ，定着を支援する組織風土が醸成されたと考え

られる。 

 

2. 本本研研究究のの限限界界とと今今後後のの課課題題 

 最後に，本研究の限界と今後の課題を挙げたい。本研究の限界として，協力企業が 4 社と少なかった

ことから，カテゴリー分析や KJ 法の統合の結果に個別的な事情が反映されやすかった点がある。非特

例子会社で職場定着している企業における調査データは希少性が高いが，結果の一般化可能性を高める

ためにも，今後はさらにデータ数を増やして検討することが望ましい。 

また，今後の課題を 2 点挙げたい。1 点目は，高機能 ASD 者の定着に寄与する組織風土の形成，変

化のプロセスについての検討である。本研究からは，高機能 ASD 者の定着に寄与する組織風土には予



め存在する資質的な側面と，組織内で行動や取り組みを起こしたことにより強化・展開される側面があ

ることが示唆された。今後は組織風土を取り巻くダイナミズムや時間に伴う風土の変化についてより詳

細に調査を行うことが望ましい。2 点目は，量的調査による検討である。本研究からは組織風土が高機

能 ASD 者の職場定着に関連する可能性が示唆されたが，職場定着にどの程度寄与しているかまでは明

らかになっていない。本研究で導き出された結果をモデル化し，定着率に及ぼす影響を量的に検証する

ことが必要だろう。 
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注記 
i) （公開査読につき省略） 

ii) （公開査読につき省略）  

iii) （公開査読につき省略） 

iv) 本研究では高機能 ASD の内山他（2002）21)の定義に従い，アスペルガー症候群も含む自閉症スペクトラムのうち

高機能（IQ70 以上）の症例と定義する。 

v) 協力者Ａの高機能 ASD 者の部下はインタビュー時に当該者の勤続年数が 3 年未満であることが判明したが，社内

でのキャリアアップについて本人と会社間で話が進められているなどの状況から直近での離職の可能性は低いと

判断し，定着傾向と位置付けた。 


